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１ ＴＤＭ推進の理念 

①大会運営と都市活動の安定との両立 

②大会の成功に寄与する交通行動の実現 

③働き方改革や様々な慣行の見直しにつながる自発的な取組 

④大会に向けた PDCAサイクルの実践による入念な事前準備 
 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大会」）におい

ては、世界各国から大勢の選手、競技関係者、報道関係者、観客等が集まり、都

内に点在する競技会場や宿泊施設等との間を頻繁に移動します。 

ラッシュアワーを中心に激しい渋滞や混雑が発生している状況の下、東京 2020

大会に当たっては、安全・円滑かつ効率的で信頼性の高い輸送と都市活動の安定

との両立を目指します。 

また、東京 2020大会に向けた TDMへの取組を、働き方改革や様々な慣行の見直

しの機会として活用することを呼び掛けます。 

TDM の推進に当たってはまず、入念な事前準備による計画的取組を基本としま

す。事前に情報に基づいて計画し、準備して対応する方が、事後的対応に比べて

取組主体の最終的な負担・損失は小さくなると考えます。 

また、入念な準備とするために、事前に試行を行いながら、PDCAサイクルの実

践によって取組内容を充実させることも重要です。事前準備・計画的取組を促す

よう、環境整備や呼びかけを行います。 

次に、企業・個人の自発的取組を基本とします。取組の結果が働き方改革や諸

慣行の見直し等のレガシーとして残るためには、自発的に計画・準備することが

必要と考えます。環境整備や呼びかけを精力的に行います。 

また、交通情報を積極的・効率的に活用した賢い交通行動の実現を目指します。

取組主体が、交通情報を積極的に収集・活用して柔軟に交通行動を変えていく、

という行動形態が普及することが、これらの取組に当たって重要と考えます。 

 
  

≪事前の準備≫
大会時の交通混雑をリスクと捉えて、事前に対策メニューの実施を検討する

≪試行≫
実際に対策メニューを実施し、課題点を洗い出す

≪見直し≫
試行を受けて、対策メニューの修正をする

大会運営と都市活動の安定との両立
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２ ＴＤＭの必要性と目標 

【必要性】 

○何も対策を行わない場合、首都高の渋滞は現況の約２倍近くま

で悪化 

○このため、交通マネジメントの導入が不可欠。大会運営と都市

活動の安定との両立を図る上で、交通需要の抑制・分散・平準化

を行う「交通需要マネジメント(TDM)」が前提かつ不可欠 
交通マネジメントとは・・・ 

①交通需要の抑制･分散･平準化を行う「交通需要マネジメント(TDM)」 

②道路状況に応じて交通の需給関係を高度に運用管理する「交通システ

ムマネジメント(TSM)」 

③鉄道等の安全で円滑な輸送を実現する「公共交通輸送マネジメント」 

 

【目標】 

○道路交通では、平日の１５％程度交通量減（休日並み）の良好

な交通環境の実現を目指す。このため、継続的に一般交通を抑

制し交通量全体を大会前の１０％程度減とするとともに、部分

的に２０～２５％程度の更なる分散･抑制を図る。 

○公共交通（鉄道）は、局所的な混雑への対応などにより、現状

と同程度の安全で円滑な運行状況を目指す。 
 

東京大会において、大会関係者の移動と都市活動を支える交通インフラは、道

路は交通容量に余裕がなく、鉄道については世界に誇るネットワークとサービス

を提供しているものの、区間によっては輸送力に余裕がなく、ラッシュアワーを

中心に激しい渋滞や混雑が生じているところがあります。 

このまま何も対策を講じずに大会を迎えると、道路においては渋滞が現在の２

倍近くになり、また鉄道においては予定の電車に乗れないなど、大会のスムーズ

な進行が困難になることが推測されます。また、社会経済活動に大きな支障が生

じることとなります。 

このような状況が予想される中、安全・円滑かつ効率的で信頼性の高い大会輸

送と、都市活動の安定との両立を図るため、以下の取組を行います。 
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・鉄道については混雑する区間・箇所を時間的、経路的に回避、又は交通を取り

やめることによって、混雑ピークの緩和を図ること。 

・道路については、東京区部を中心に、混雑する区間・箇所を時間的、経路的に

回避、または鉄道への転換や交通を取りやめることによって渋滞の解消を図る

こと。 

（交通輸送技術検討会における「東京 2020大会の交通マネジメントに関する提

言（中間のまとめ 2018.1.10）」より） 

 

その際の目標は、「平日の１５％程度交通量の少ない状態（休日並み）における

円滑さ」を実現することし、具体には全体で１０％、特に混雑する区間について

はさらなる削減（最大２５％を想定）をすること。 

以上の交通需要を抑制する方策である TDM施策を講じた上で、流入調整等の TSM、

輸送力増強を合わせて実施します。 

 

【首都高の渋滞損失時間】 

 
  

交通量削減による1台当たり渋滞損失時間の変化

※シミュレーション結果に基づき作図したものであり、競技スケジュールの更新などを踏まえ、今後更新及び精度向上を図っていく予定

首
都
高
の
渋
滞
損
失
時
間

（
現
況
を
１
０
０
％
と
し
た
場
合
の
変
化
）

※ 大会の同時期（7月）の金曜日を想定

※
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【首都高の混雑箇所を通過する主要な交通流】 

 
 

 

【一般道の混雑箇所を通過する主要な交通流】 

 

 

※速度40㎞/h未満が発生している箇所

※

【混雑箇所を通過する
主要な交通流】

湾岸線⇔５号池袋線

湾岸線⇔湾岸線
５号池袋線⇔９号深川線
中央環状線⇔高速川口線
３号渋谷線⇔高速川口線
３号渋谷線⇔６号三郷線
中央環状線⇔６号三郷線
４号新宿線⇔６号三郷線
湾岸線⇔６号三郷線
都心環状線⇔５号池袋線

※

※エリア内で速度10㎞/h未満の区間が
相対的に多いエリア

【混雑エリアを通過する
主要な交通流】

港区⇔港区

江東区⇔江東区
中央区⇔江東区
中央区⇔港区
千代田区⇔港区
千代田区⇔中央区
港区⇔渋谷区
中央区⇔中央区
墨田区⇔江東区

港区⇔江東区
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３ 推進体制の構築 

○2018年夏の試行に向け、本年 4月に準備を開始 

○その後、早々に TDM推進のための体制を整備 

○TDM 推進のための体制は、働きかける側のみでなく働きかけられ

る側の参画を得て、徐々に拡大 

○大会本番時には、さまざまな関係者が集い、TDM を強力に推進す

る体制を構築・運営 

○TDM 推進のための体制は、TDM 行動計画を、適宜、2020 交通輸送

円滑化推進会議及び輸送連絡調整会議に報告するとともに、両会

議メンバーは TDMの推進に協力 

 
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部（本部長・

安倍総理）の下に組織された 2020交通輸送円滑化推進会議、並びに輸送連絡調整

会議、交通輸送技術検討会等でこれまで検討されてきた議論を踏まえて、大会輸

送を成功させるために実務的な TDMを展開し、適切な交通需要の抑制を実現する

ための推進体制を整えます。 

この体制は、大会直前には TDMに自主的に取組む各業種の事業者が参加して構

成することを目標としますが、一足飛びに体制が整う性格のものではありません。 

そこで、まず本年４月には準備を開始し、ご参加いただく事業者等の皆様への

呼びかけを開始し、その後早々に TDM推進のための体制を整備します。また、こ

の間、先行して参加していただく事業者の方には、行動計画の作成に着手してい

ただきます。 

本年７月と８月の２か月で実施する試行の実施体制を充実させます。 

以降、関連する行政、企業、大学、NPO等に声を掛け、随時、メンバーを拡大

していく「運動」として、TDM推進体制を捉える事が重要となります。 

TDM推進のための体制は、TDM推進のための「運動」が軌道に乗るよう TDMに関

する行動計画を適宜、2020交通輸送円滑化推進会議及び輸送連絡調整会議に報告

するとともに、両会議のメンバーは TDMの推進に協力する関係を持つこととしま

す。 
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※準備段階での事務局は、当初、東京都・組織委員会・内閣官房での構成を想定しています。本

事務局は、TDM推進のための体制に移行後は、組織本来の事務局機能に特化し、参加者への情報

提供や新規主体への参加呼びかけの役割を担うことを想定しています。 

 

  

輸送連絡調整会議

＊大会の輸送に関する関係者で輸送運営計画や交通行動の
見直し等に係る意見調整を行う
＊事務局：組織委員会、東京都

東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部
（本部長：安倍総理）

2020交通輸送円滑化推進会議
＊経済活動等への影響を踏まえ、交通行動の見直しの機運醸成と合意形成を図る
＊事務局：内閣官房

交通輸送技術検討会
＊大会時の交通行動の見直し等に関し、交通
工学、物流等の学識経験者を中心に、専門的
見地から 検討を行う
＊事務局：組織委員会、東京都

＜組織委員会・東京都＞

＜政府＞

＜輸送技術に関する検討＞

組織委員会政府 東京都 関係自治体 経済界

輸送検討会
＊関係者で個別課題ごとに検討を行う

大会関係者輸送検討会 観客・スタッフ輸送検討会

ワーキンググループ
＊関係者で個別課題ごとに検討を行う

TDMﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ TSMﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ

TDM 推進のための体制 
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４ TDMの取組内容 

（１）取組内容（例） 

 
 

TDM の取組内容は、TDM 推進のための体制に参加する企業・主体が自主的に定め

るものであり、本資料で示すものは、内容のイメージであり、例示的なものです。 

企業・個人ともに、取組内容は大会期間中の道路交通の渋滞の低減・回避を目的

として何が行動可能かを考え、十分な事前準備を行い、自ら実行します。 

そのため、実行を促す仕組も大切であり、今後検討してまいります。 

企業（例えば荷主企業と物流企業の組み合わせで検討が行われるとすれば）では、

輸送ルートや時間の変更、荷受倉庫の位置や出入時間の変更を行うことが考えられ

る。個人にあっては、宅配便の受取時間の変更や再配達の回避などに努めることな

どが考えられます。 

 

（２）取組むべき環境整備 

○幅広い広報活動の展開 

○情報提供 

○計画作成の支援 

○環境づくり 
 

TDM の認知度向上、協力機運の醸成、ムーブメント化に向け、幅広い広報活動

を展開します。 

また、各種情報提供を行います。 

・交通行動を抑制すべき日時、エリア、削減目標等の詳細な情報の提供 

  

企業や市民にお願いする行動例 事前準備

企業 打合せ・商談 夏期休暇・
ボランティア
休暇等の制
度導入

時間の調整、車から公共交通への利用
転換

大会期間中の渋
滞の低減策・回
避策（行動計画）
を検討し、必要な
社内の環境整備、
取引先等との対
外調整を検討

イベント・セー
ル・大規模会議

開催地、時期の変更の検討

物流・流通 輸送ルートの変更、時間変更、共同配
送・まとめ調達の検討、路上荷捌きの抑
制、倉庫・コンテナヤード等の出入時間
の調整

通勤・通学 時差出勤、テレワーク、休暇の計画的な
取得等重点期間の

夏季休暇取
得、ボラン
ティアへの
参加

個人 大会期間中の交
通混雑の影響を
受けない移動の
内容を検討

買物・レジャー
等

行先変更、時期の変更、まとめ買いの
推奨

宅配便の利用 受取時間の変更、贈答時期の変更、再
配達の抑制等の調整
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・迂回ルートとして利用できる路線等の詳細な情報の提供 

・情報をタイムリーに届けるツール（アプリ等）の準備 

取組支援ツールの作成・配布、活用可能な支援制度・事業等の情報提供等の支

援策を充実します。 

柔軟な休暇制度や積極的なテレワークの導入など、働き方改革や慣行の見直し

につながる環境を整備します。 
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５ 試行 
（１）試行の目的・内容 

○社会の認知度を高めるとともに、関係者の問題意識を深め、取組拡

大の素地を創出 

○今後の TSM等の検討のための基本情報を獲得 

○大規模なイベントをテストの機会と捉え、重点的な取組を実施 

○試行結果を分析し、本番に向けた施策の内容の見直しを実施 

 
 
東京 2020大会においては、すべての企業・市民の皆様に少しずつ TDMに協力し

ていただくことで、はじめて大会運営と都市活動の安定との両立が図られます。

幅広い協力を得るために、試行の機会を捉えて広く社会の認知度向上を図るとと

もに、大会時の具体的な交通状況をご理解いただき、企業・市民の皆様の問題意

識を深め、すべての方々から協力を得られるよう、取組拡大の素地を創出します。 

また、東京 2020大会へ向けての TDMは、東京都のみならず首都圏やさらに広域

的に関係者を巻き込んで行う日本で初めての大規模な TDMの展開であり、また、

約 1か月間の長期間にわたって行われる TDMであるため、「ぶっつけ本番」ではな

く、事前の試行によってそのフィージビリティや問題点の把握・改善を行ってお

く必要があります。 

試行に当たっては、まず 2018年度においてはリーディング的な取組を先行させ、

これらの試行結果や経験をもとに、2019年度に大規模な試行に取り組みます。そ

の後、この経験を踏まえ、本番に向けて取組を拡大します。 

  

（試行の内容）

③イベント等による周辺交通への影響把握
・イベント来場者や周辺混雑の影響を受ける人等を対象にアンケート・ヒアリ
ング等を実施する

・影響範囲への立ち入りの理由、時間や場所、手段の変更の可否等を確認
する

【対象例】
・スポーツ大会・コンサート・まつり・
花火大会等の大規模集客イベント
・パレード・マラソン大会
・工事に伴う規制

（夏期単発）

②取組の実施・拡充・深度化

・時差ビズ、テレワークデー等の働き方改革や快適
通勤環境づくりの取組について更なる拡充・深度
化を図る

・ノーカーデー、企業保有車の自宅持ち帰り自粛等、
自動車利用の抑制に向けた取組を実施する

・大会同時期に集中的に取り組むとともに、通常時
への浸透を目指す

・効果の把握、本格導入に向けた課題や支援策等
を抽出する

（毎年夏の一定期間繰り返す）

①交通混雑による影響を回避するための

対策の検討・実施
・企業の協力のもと、行動計画書を作成する

・取引関係者間で共有し、解決策を検討する

・実行可能なものから順次、実践

荷主企業

運送会社 倉庫会社

行動
計画書

物流に関わるトライアルイメージ

・必要な調整事項
を共有
・解決策を検討

（2020年まで継続）
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 加えて、TDMは、それ単独で存在するのではなく、TSMや公共交通輸送マネジメ

ントなどと一体となって、大会時の交通対策を構成するものです。したがって、

２年の試行を通じて TDM施策の効果の把握を行い、TDMの目標や取組内容の見直

し、TSMや大会運用との関係の見直しを図ってまいります。 

 試行の機会としては、本番の１年前、２年前に当たる 2018年度、2019年度の

夏を時差ビズやテレワーク等の働き方改革系の施策の集中取組期間とし、順次取

組の拡大を図ります。また、比較的大規模なイベント（スポーツ大会、コンサー

ト、祭り、花火大会など）の機会を捉え、混雑回避の取組について効果を検証し

ます。 

 道路交通の TDMのうち、物流関係については、貨物輸送の変更によって企業活

動に影響を受ける荷主企業のご協力の下、行動計画を作成し、TDMに協力しつつ

企業活動を継続できる方策を検討していただきます。試行においては机上シミュ

レーションや作成していただいた行動計画を踏まえた実践的な行動をしていただ

き、本番に向けた準備を願いすることになります。 

 

（２）2018年夏の試行（案） 

○時差 Biz 

○テレワーク・デイズ 

○イベントを活用した小規模な社会的実験 

○企業による机上シミュレーション    など 
 

参加 
呼び掛け 

【 2018 年夏期の試行ステップ（案） 】 
①行動計画の作成 ②取組の実施・拡充・深度化 

会員企業等に呼び掛け 
・東商、経済同友会、経団連等 
・スポンサー企業 

大会時に混雑する箇所に関わる 
企業を中心に呼び掛け 
・テレワークデイズ（ 10 万人目標） 
・時差 Biz 

個別説明 
■リスクの提示・説明 
■リスク回避のためのメニューづくり 
■行動計画書の作成支援 
（夏休みの取得計画） 準備 

ヒアリング（協力増の 
ための対策検討） 

双方向の直接的な 
コミュニケーション 

■業界や各社特有 
の事情・商習慣 
の把握 

■事情に合致する 
対策メニューの 
提案 

■実施に必要な制 
度・環境整備の 
提案 

ӲҘ ׄ  
̔ Ṕқ 

＜ 4 ～ 5 月＞ 

TDM 推進に向けた枠組みづくりの準備 

広報による周知・セミナー開催 
■休暇制度、時差出勤、テレワーク 
の導入支援 
■リスク回避の方法のアドバイス 

＜ 4 ～ 7 月＞ 

＜ 5 ～ 6 月＞ ＜ 5 ～ 9 月＞ 

TDM 推進に向けた枠組み・行動計画 V1 の公表 
＜ 5 ～ 9 月＞ 

試行実施 

拡大・継続 

各メニューへの取組（案） 
■ 企業による主体的な取組（一週間単位での取組が目安）と取組の支援 
■ イベント等による周辺交通への影響把握 

■ 行動計画書の作成手順、対策メニュー、支援策、インセンティブ提示についての改善 
■ 効果 の 把握と活用 ex)  休暇取得率を交通量に換算し、 TDM 実効 率の目標設定をする 

■ 協力 企業 の拡大 と
、 
回避行動を実施した企業に対する PDCA 継続の依頼 

■ 個人向けのセミナーや相談会の実施 

検証 

＜ 7 ～ 8 月＞ 

＜ 8 ～ 9 月＞ 

＜ 9 ～ 3 月＞ 

4 月 

6 月 

5 月 

8 月 

7 月 

9 月 
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６ スケジュール 
本番に向けた節目として、大会２年前の 2018年夏、輸送運営計画 V2の骨子提示、

大会１年前の 2019年夏、2020年の大会本番があります。 

 最初の節目である大会 2年前の 2018年夏に向けて、2018年春に準備を開始、TDM

推進に向けた基本方針（案）や試行内容の検討を進め、試行前に TDM推進のための

体制に移行、TDM推進行動計画 V1を策定し、これに基づき 2018年夏の試行を実施

します。 

試行後、その結果をとりまとめ、TDM の効果の試算を行い、TDM の目標や取組内

容の見直し及び TSMや大会時の交通運用との関係の見直しについて、歩調を合わせ

て検討を行います。これらの結果は、2018年度末に作成予定の輸送運営計画 V2（案）

に反映します。 

 2019 年には、ワールドカップ等の大規模イベントが想定されていることから、

2018 年に実施した試行結果を踏まえた TDM 推進行動計画 V2 を 2019 年の大規模イ

ベント前までに策定し、これに基づき、これら大規模イベントの機会も利用して大

規模かつ本格的な試行を行います。 

 2019年度の試行結果を踏まえ、最終的な TDMの取組方針となる TDM 推進行動計画

V３を策定し、これをもって本番に臨みます。 

 

 

ＴＤＭ推進に向けた基本方針（案）

ＴＤＭ推進行動計画Ｖ１

4月

夏頃

年度末 輸送運営計画Ｖ２（案）

ＴＤＭ推進行動計画Ｖ２夏頃

ＴＤＭ推進行動計画Ｖ２アップデート冬頃

輸送運営計画Ｖ２年度末

夏 大会

計画と主な内容 主な取組

・推進に向けた主催者の基本方針
・交通量抑制への協力依頼（キックオフ）
・夏からの試行のアナウンス

・主催者・関係者の行動計画
・試行メニュー、参加企業
・参加の呼び掛け

★Ｖ１試行開始
（集中取組期間：7～9月、可能なものは継続）

・ＴＤＭの検討状況を踏まえた大会時に
取り組むメニュー（暫定）

Ｈ
30
年
度

Ｈ
32
年
度

Ｈ
31
年
度

・これまでの試行の総括
・大会本番を見据えた行動計画の見直し
・試行メニュー（大部分のメニュー

が継続）、参加企業
・参加の呼び掛け

★Ｖ２試行開始
（集中取組期間：7～9月）

○準備
・基本的事項の調整
・行動計画・試行内容の検討

○ＴＤＭ推進のための枠組みづくり

一般市民 一般企業
物流企業
（配送業者）

○結果分析
・業種・取組メニューごとの抑制原単位
（継続可能、期間限定で可能）
・交通量抑制の見込み、実施目標の達成に

あたっての課題、ＴＳＭ施策との調整

○行動計画の見直し、試行内容の見直し、新
規の取組メニューの検討

○結果分析
・抑制原単位の更新
・交通量抑制の見込みの更新、課題把握、

ＴＳＭ施策との調整
○課題の解決策の検討、実行準備

・大会時に取り組むメニュー（最終版）
・行動計画（最終版）

★本格実施

認知度
の向上

第１段階
必要性
の理解

第１段階
必要性
の理解

第２段階
対応策の
検討・
準備

第２段階
対応策の
検討・
準備

（拠点の担当
エリア変更、
システム
改修等）

（社内の制度
改定等）

第１段階
必要性
の理解

取るべき
行動の
理解

第２段階

第３段階 計画

行動

第３段階
最終
確認

第３段階
最終
確認

実践 実践

（仕入れ発注
の変更等）

（新システム
の習熟等）

順次拡大

まとめ（9月）

まとめ（9月）

計画等の検討
に反映

計画等の検討
に反映


